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●斜⾥川⽔系流域治⽔プロジェクトに基づく 令和５年度の取組について（とりまとめ）
◇斜⾥川⽔系（北海道） 〜世界⾃然遺産“知床”のもとで斜⾥岳を源流に育まれる農業とサケ・マスの⽔揚げ⽇本⼀の漁業を守る流域治⽔対策〜

区 分 対 策 内 容 実施主体 令和５年度の取組内容 次年度以降の取組予定 流域治⽔への効果
進捗状況
(進捗率)

河川改修(河道掘削、堤防整備等) 振興局

河川改修等の整備を促進するとともに、計画的な維持管理を継続し、越⽔・溢⽔リ
スクの軽減を図った。
【河道掘削】斜⾥川、猿間川
【堤防整備】斜⾥川、秋の川、猿間川

引き続き、河川改修等の整備を促進するとともに、計画的な維持管理を継続し、越
⽔・溢⽔リスクの軽減を図る。

河道の流下能⼒を拡⼤し、越⽔・溢⽔リスクの軽減を
図る。

振興局 今年度は取組なし。 引き続き、伐⽊等による河道の適切な維持管理を実施する。

斜⾥町 今年度は取組なし。 伐⽊等による河道の適切な維持管理を実施する。 適宜実施予定

清⾥町 今年度は取組なし。 必要に応じ検討を⾏う。

振興局 森林所有者等が⾏う森林整備(治⼭対策を除く)に対する補助⾦等の交付による⽀援
を実施した。

森林所有者等が⾏う森林整備(治⼭対策を除く)に対する補助⾦等の交付による⽀援
を実施する。

斜⾥町 越川地区の間伐・植栽等の整備を実施
植栽：6.11ha、間伐15.89ha(補助⾦等の交付⽀援による取組)

引き続き、間伐・植栽等の整備を継続して実施予定。 適宜実施予定

清⾥町 今年度は取組なし。 必要に応じ検討を⾏う。

南部森林 植栽：14.24ha（カラマツ）、下刈：18.27ha、間伐144.55ha 必要に応じ検討を⾏う。

森林組合等 斜⾥町：植栽：25.75ha、間伐9.07ha(補助⾦等を活⽤した森林整備を実施)
清⾥町：植栽：6.22ha(補助⾦等を活⽤した森林整備を実施)

森林所有者等への森林整備の促進。

振興局 今年度は取組なし。 必要に応じ検討を⾏う。

南部森林 今年度は取組なし。 必要に応じ検討を⾏う。

開発局 経年劣化したポンプ設備の部分更新、電気設備の更新を実施した。 経年劣化したポンプ設備の部分更新、電気設備の更新を実施する。 R4〜R6年で施⼯予定

斜⾥町 美咲排⽔機場：常時、洪⽔時にポンプ排⽔を実施した。遊⽔地の浚渫を実施した。
斜⾥右岸排⽔機場：⼤⾬時、⼤潮時にポンプ排⽔を実施した。

美咲排⽔機場：継続して維持管理を⾏う。
斜⾥右岸排⽔機場：継続して維持管理を⾏う。

適宜実施予定

振興局 今年度は取組なし。 必要に応じ検討を⾏う。

斜⾥町 排⽔ポンプ増強に⾄る事象は⽣じなかった。 必要に応じて排⽔ポンプを増強する。 適宜実施予定

振興局 清⾥第２地区（字江南）において、区画整理⼯事をしたほ場に沈砂池を整備した。 引き続き、区画整理⼯事の際には沈砂池を整備し⼟砂流出を防ぐ。 R８年まで施⼯予定

清⾥町 今年度は取組なし。 必要に応じ検討を⾏う。

開発局 国営施設機能保全事業宇遠別川地区において、L=633mの農業排⽔路を整備した。 ⽼朽化した農業排⽔路の改修を実施する。 R６年まで施⼯予定

振興局 峰浜豊倉地区（字朱円東）において、L=547ｍの農業排⽔路を整備した。 なし 100%

斜⾥町 排⽔路の草刈りや⼟砂上げ等の維持管理を実施した。 排⽔路の維持管理を⾏う。 適宜実施予定

清⾥町 今年度は取組なし。 必要に応じ検討を⾏う。

斜⾥町 排⽔路の草刈り等の維持管理を実施した。 排⽔路の維持管理を⾏う。 適宜実施予定

清⾥町 今年度は取組なし。 必要に応じ検討を⾏う。
排⽔路施設等の整備 ⽣活圏域の排⽔路施設等の整備による速やかな⾬⽔等

の処理により、内⽔氾濫による被害軽減を図る。

氾濫を
できるだけ
防ぐ・減らす
ための対策

河畔林の維持管理 河道の流下能⼒を拡⼤し、越⽔・溢⽔リスクの軽減を
図る。

森林の⽔源涵養機能の
維持・向上のための
森林整備・森林保全対策

森林整備により⽔源涵養機能の向上を図る。

⼭地災害から流域を
守る治⼭対策

渓流・⼭腹施設の整備・維持管理により、⼭地災害の
発⽣リスクの軽減を図る。

排⽔機場整備・管理 排⽔機場の整備・管理により、内⽔氾濫による被害軽
減を図る。

内⽔処理対策
(排⽔ポンプ増強)

排⽔ポンプの設置・管理により、内⽔氾濫による被害
軽減を図る。

農地造成等に対する
⾬⽔貯留施設等の設置

⾬⽔貯留施設の設置により、農地からの⼟砂流出や表
⾯⽔流出の軽減を図る。

⽣産空間を守る
農業排⽔路等の整備

農業区域の排⽔路等整備による速やかな地表⽔・地下
⽔の処理により、農地の⼀次貯留能⼒向上を図る。
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振興局 斜⾥川⽔防資機材備蓄基地検討を⾏った。 斜⾥川にて⽔防資機材備蓄基地の整備を促進する。

斜⾥町 今年度は取組なし。 計画的な整備・備蓄・充実を図る 適宜実施予定

清⾥町 今年度は取組なし。 必要に応じ検討を⾏う。

振興局 今年度は取組なし。 必要に応じて⾒直しを⾏う。

斜⾥町 必要に応じて⾒直しを⾏う。 必要に応じて⾒直しを⾏う。 情報発信の強化

清⾥町 今年度は取組なし。 必要に応じ検討を⾏う。

河川掘削⼟を利⽤した低地等の嵩
上検討・実施

振興局 河川掘削⼟を利⽤した低地等の嵩上検討・実施を⾏う。
浸⽔区域内の低地を嵩上げすることにより浸⽔⾯積の
減少を図る。

堤防天端の保護(舗装整備) 振興局 猿間川の重要⽔防箇所において堤防天端舗装を実施した。 猿間川の重要⽔防箇所において堤防天端舗装を実施する。 堤防決壊までの時間を少しでも引き延ばす。

危機管理型⽔位計、
簡易型河川監視カメラの整備

振興局 R3迄に設置完了 必要に応じて⾒直しを⾏う。
河川⽔位情報をリアルタイムで、いつでも誰でも確認
することができる。

開発局 今年度は取組なし。 防災情報ネットワーク設備の更新する。

振興局 ホットライン等を活⽤した情報伝達について、引き続き運⽤した。 ホットライン等を活⽤した情報伝達について、引き続き運⽤する。

斜⾥町 ホットラインの継続運⽤、サポートメールの利⽤促進、広報活動、研修会等を実施
した。

ホットラインの継続運⽤、サポートメールの利⽤促進、広報活動、研修会等を実施
する。

情報発信の強化

清⾥町 今年度は取組なし。 必要に応じ検討を⾏う。

振興局 洪⽔浸⽔想定区域図の公表及び提供を⾏った。
補助事業の紹介を⾏った。

必要に応じ引き続き⽀援を⾏う。

斜⾥町 必要に応じて情報を随時更新した。 必要に応じて情報を随時更新する。 随時更新

清⾥町 今年度は取組なし。 必要に応じ検討を⾏う。

振興局 ポスター掲⽰やリーフレット配布を通じ、⽔防活動の担い⼿となる⽔防（消防）団
員の募集に係る啓発を実施。

⽔防（消防）団員の募集に係る啓発。
関係機関主催の訓練等の実施・計画を⽀援・協⼒・参画する。

斜⾥町 全町統⼀的な防災対策の枠組みで実施した。 全町統⼀的な防災対策の枠組みで実施する。 体制強化・訓練実施

清⾥町

対象：清⾥⼩学校（６年⽣）、安全教室実施（防災講話、ダンボールベッド体験、
⾮常⾷試⾷）
対象：清⾥⾼校 各学年 ⼀⽇防災学校（ダンボールベッド体験、⾮常⾷につい
て、AED体験）

防災訓練の実施を計画、防災教育等の実施の継続

振興局 情報提供等により、⾃治体の計画作成等について⽀援。
必要に応じて、引き続き情報提供等により⾃治体の計画作成等について⽀援・連携
し、訓練や広報活動を実施。

斜⾥町 避難確保計画に基づく、避難訓練の助⾔及び協⼒ 避難確保計画に基づく、避難訓練の助⾔及び協⼒ 体制強化・訓練実施

清⾥町 今年度は取組なし。 必要に応じ検討を⾏う。

開発局 排⽔機材の保有状況(数や保管場所)の詳細情報を共有。 排⽔機材の保有状況(数や保管場所)の詳細情報を共有。

振興局
「防災ハンドブック」の資機材リストを更新した。
関係機関と情報共有を図った。
⽔防資機材等の保有状況を共有した。

「防災ハンドブック」の資機材リストを更新する。
関係機関と情報共有を図る。
引き続き情報共有を⾏う。

斜⾥町 ⽔防敷材等の保有状況の詳細を共有 ⽔防敷材等の保有状況の詳細を共有 計画・訓練検討

清⾥町 今年度は取組なし。 必要に応じ検討を⾏う。

⾼潮浸⽔シミュレーション
(想定最⼤規模)の実施・公表

振興局 検討を実施した。 検討の実施・公表を⾏う。
⾼潮による想定被害と想定被害区域情報を事前に確認
することができる。

避難訓練・防災教育等により、⽇頃から防災意識を⾼
める。

共助が必要な医療施設や⾼齢者施設等に対して、早期
避難が可能な体制を整える。

⽔防資機材等の情報を共有することで、洪⽔時の相互
応援が可能な体制を整える。

被害の軽減
早期復旧
・復興の
ための対策

ホットライン等を活⽤した
情報発信の強化

洪⽔時の被害の早期復旧に備える。

避難指⽰等の発令区域、
発令基準等の設定

洪⽔時に迅速・的確な避難指⽰等が可能な体制を整え
る。

洪⽔情報や避難情報を迅速に発信・受信することがで
きる。

浸⽔想定区域図、
ハザードマップの公表と配布

洪⽔危険度の⾼い地域や避難情報施設等を事前に確認
することができる。

要配慮者利⽤施設の避難確保
計画の作成と訓練の実施

排⽔施設・排⽔資機材の
状況共有と連絡体制の構築

被害を
減少させる
ための対策

⽔防資機材備蓄基地の整備

避難訓練・防災教育等の実施、
防災体制の強化




